
林業経営１

３  林 業 経 営

(1) 所有規模別森林所有者数(令和７年３月31日現在)

総　　数 5ha未満 5～30ha 30～100ha 100ha以上

人 (82.4) (15.2) (1.9) (0.5)

  五 ヶ 瀬 川　 数 21,953 18,095 3,346 412 100

計   画   区 面 (17.9) (34.6) (17.5) (30.0)

積 112,241.94 20,045.27 38,853.57 19,670.73 33,672.37

人 (74.9) (20.6) (3.6) (0.8)

耳        川 数 15,257 11,435 3,147 556 119

計   画   区 面 (10.1) (29.1) (20.0) (40.8)

積 131,043.51 13,283.01 38,191.46 26,163.93 53,405.11

人 (91.7) (6.3) (1.6) (0.4)

一 ツ 瀬 川 数 14,768 13,542 932 242 52

計   画   区 面 (14.7) (21.4) (21.3) (42.6)

積 56,602.13 8,330.64 12,104.07 12,032.17 24,135.25

人 (98.3) (1.5) (0.1) (0.1)

大   淀   川 数 70,577 69,351 1,084 99 43

計   画   区 面 (53.0) (14.6) (7.2) (25.2)

積 70,783.45 37,533.73 10,330.73 5,083.91 17,835.08

人 (94.5) (5.1) (0.4) (0.1)

広   渡   川 数 23,073 21,800 1,166 85 22

計   画   区 面 (45.0) (30.7) (11.4) (12.9)

積 36,780.20 16,548.61 11,302.19 4,176.79 4,752.61

人 (92.2) (6.6) (1.0) (0.2)

数 145,628 134,223 9,675 1,394 336

面 (23.5) (27.2) (16.5) (32.8)

積 407,451.23 95,741.26 110,782.02 67,127.53 133,800.42

注)１ 森林法第５条に規定する森林（地域森林計画対象森林）
   ２ 森林資源調査結果を基に算出した数値であり、実際の所有者数・面積を証明するものではない。
   ３ 構成比については、四捨五入の関係で合計が100にならない場合がある。

（単位：人、ha、％）

区　　   分

計

（森林経営課）
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林業経営２

(2) 組織形態別経営体数

1

133

2

11

 農　　　 協 - 

 森 林 組 合 32

6

4

 地 方 公 共 団 体 ・ 財 産 区 9

1,345

1,543

注）「林業経営体」とは、下記のいずれかに該当する者をいう。

    ・保有山林の面積が３ha以上で、調査日前５年間継続して林業作業を行った者又は

　    調査実施年を計画期間に含む森林経営計画を策定している者

    ・受託又は立木を購入し、調査日前１年間に２００㎥以上の素材生産を行った者

 法 人 化 し て い な い

計

林業経営体（国を除く）1,543

 そ の 他 団 体

会
　
　
社

法
人
化
し
て
い
る

（2025年農林業センサス）

 株 式 会 社

 合 名 ・ 合 資 会 社

 合 同 会 社

各
種
団
体

農　事　組　合　法　人

そ
の
他

（単位：経営体）
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林業経営３

 

(3) 市町村別保有山林面積規模別林業経営体数
区　　分

 市 町 村

1,543 45 33 192 298 282

宮　崎　市 38 1 2 9 7 4

国  富  町 9 1 1

綾      町 5 1 2 1

計 52 1 3 12 8 5

日　南　市 66 3 2 15 21 11

串  間  市 22 1 5 4 3

計 88 3 3 20 25 14

都　城　市 47 2 4 13 8 6

三　股　町 17 1 4 2 2

計 64 2 5 17 10 8

小　林　市 35 2 5 6 10 10

え び の 市 16 1 1 2 3 5

高　原　町 8 6 2

計 59 3 6 14 15 15

西  都  市 23 2 3 4 3

高  鍋  町 2 1 1

新  富  町 2 1 1

西 米 良 村 48 1 1 1 1 9

木  城  町 9 1 3 2

川  南  町 5 2 1

都  農  町 9 1 2 3 2 1

計 98 3 5 9 13 17

延　岡　市 225 13 4 25 53 37

日　向　市 58 6 1 3 12 10

門  川  町 29 5 2 4

諸  塚  村 131 5 13 19

椎  葉  村 205 2 8 33 33

美　郷　町 229 4 2 22 42 50

計 877 25 7 68 155 153

高 千 穂 町 93 2 29 27 18

日 之 影 町 104 4 1 8 25 25

五 ヶ 瀬 町 108 4 1 15 20 27

計 305 8 4 52 72 70

注)「林業経営体」とは、下記のいずれかに該当する者をいう。

　 ・保有山林の面積が３ha以上で、調査日前５年間継続して林業作業を行った者又は調査実施年を計画
　　 期間に含む「森林経営計画」を策定している者

　 ・受託又は立木を購入し、調査日前１年間に２００㎥以上の素材生産を行った者

計 保有山林なし

総     計

3～5ha 5～10ha 10～20ha3ha未満

農
林
振
興
局

支

庁

中
　
　
部

南
　
那
　
珂

農
林
振
興
局

農
林
振
興
局

農
林
振
興
局

児
　
　
　
湯

農
林
振
興
局

東
　
臼
　
杵

北
　
諸
　
県

農
林
振
興
局

西

臼

杵

西
　
諸
　
県
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林業経営４

 区　　分

203 225 144 96 9 16

3 1 5 4 2 宮　崎　市

1 2 1 2 1 国  富  町

1 綾      町

4 3 7 6 3 計

4 3 1 4 2 日　南　市

4 1 4 串  間  市

8 4 1 8 2 計

4 4 2 3 1 都　城　市

2 2 3 1 三　股　町

4 6 4 6 2 計

1 1 小　林　市

1 1 1 1 え び の 市

高　原　町

1 1 1 1 1 1 計

2 2 3 3 1 西  都  市

高  鍋  町

新  富  町

10 7 12 5 1 西 米 良 村

1 2 木  城  町

2 川  南  町

都  農  町

12 10 15 12 2 計

26 27 12 22 4 2 延　岡　市

7 5 4 8 1 1 日　向　市

4 5 5 3 1 門  川  町

33 38 22 1 諸  塚  村

41 47 29 9 2 1 椎  葉  村

30 39 26 13 1 美　郷　町

141 161 98 56 8 5 計

5 6 5 1 高 千 穂 町

14 15 7 5 日 之 影 町

14 19 6 2 五 ヶ 瀬 町

33 40 18 7 1 計

南
　
那
　
珂

（単位：経営体）

30～50ha 50～100ha 100～500ha 500～1,000ha 1,000ha以上20～30ha

西
　
諸
　
県

農
林
振
興
局

（2025年農林業センサス）

農
林
振
興
局

農
林
振
興
局

児
　
　
　
湯

支

庁

農
林
振
興
局

東
　
臼
　
杵

市 町 村 

北
　
諸
　
県

農
林
振
興
局

総     計

西

臼

杵

中
　
　
部

農
林
振
興
局
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林業経営５

(4) 林業産出額

　①  産出額の推移 （単位：千万円）

平成４年 平成５年 平成６年 平成７年 平成８年 平成９年

全    国 88,712 87,335 82,498 76,066 78,394 71,810

宮 崎 県 2,922 3,067 2,977 3,064 3,577 3,364

平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年

全    国 61,692 58,271 53,115 48,846 45,725 44,852

宮 崎 県 2,594 2,808 2,377 2,105 2,008 2,069

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

全    国 43,471 41,705 43,232 44,167 44,544 41,262

宮 崎 県 2,149 1,944 1,997 2,292 2,227 2,177

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

全    国 42,570 42,231 39,808 43,312 46,400 45,447

宮 崎 県 2,271 2,152 1,965 2,092 2,272 2,366

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

全    国 47,026 48,602 50,173 49,728 48,303 54,563

宮 崎 県 2,637 2,824 2,913 2,878 2,550 3,722

令和４年 令和５年

全    国 57,925 55,600

宮 崎 県 3,355 2,945

注）平成１３年分より従来の「林業粗生産額」が「林業産出額」に改称

（農林水産省大臣官房統計部）
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林業経営６

　②　本県の部門別産出額 （単位：千万円）

平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年

合　計 2,808 2,377 2,105 2,008 2,069 2,149 1,944

木材生産 2,424 2,030 1,754 1,630 1,654 1,714 1,547

薪炭生産 32 31 46 40 31 26 30

栽培きの
こ類生産

349 315 304 338 385 409 367

林野副産
物 採 取

3 1 0 0 0 - -

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

合　計 1,997 2,292 2,227 2,177 2,271 2,152 1,965

木材生産 1,584 1,833 1,681 1,684 1,807 1,739 1,547

薪炭生産 29 27 25 29 36 29 28

栽培きの
こ類生産

383 431 521 463 425 383 387

林野副産
物 採 取

- - - - 2 2 3

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

合　計 2,092 2,272 2,366 2,637 2,824 2,913 2,878

木材生産 1,705 1,891 1,915 2,128 2,267 2,315 2,315

薪炭生産 27 22 25 22 20 17 18

栽培きの
こ類生産

359 357 425 477 530 571 537

林野副産
物 採 取

2 2 2 9 8 10 8

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

合　計 2,550 3,722 3,355 2,945

木材生産 1,977 3,217 2,828 2,439

薪炭生産 16 18 21 14

栽培きの
こ類生産

547 477 502 487

林野副産
物 採 取

9 10 4 5

注）金額は端数処理の関係で、計と内訳が一致しない場合がある。

（農林水産省大臣官房統計部）
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林業経営７

(5) 県内総生産と林業総生産（産業別名目県内総生産）

区分

対第１次産業 対全産業

年度 (A) (B) (C) (A)/(B) (A)/(C)

H18 9,486 164,706 780,677 2,557,827 3,517,376 5.8 0.3

19 11,023 159,126 759,966 2,563,508 3,495,501 6.9 0.3

20 11,724 155,193 755,049 2,482,523 3,407,741 7.6 0.3

21 11,858 154,593 727,330 2,465,351 3,355,649 7.7 0.4

22 12,832 155,057 753,991 2,441,757 3,367,904 8.3 0.4

23 13,395 154,050 737,746 2,470,678 3,362,473 8.7 0.4

24 12,671 156,224 732,484 2,467,713 3,356,420 8.1 0.4

25 13,329 156,405 797,677 2,510,595 3,464,677 8.5 0.4

26 13,994 159,084 796,212 2,540,850 3,496,146 8.8 0.4

27 14,699 174,090 818,910 2,636,938 3,629,938 8.4 0.4

28 15,673 188,700 833,108 2,667,882 3,689,691 8.3 0.4

29 16,410 187,586 872,046 2,723,481 3,783,113 8.7 0.4

30 16,609 168,982 921,297 2,687,293 3,777,572 9.8 0.4

R元 16,591 180,316 859,066 2,679,113 3,718,495 9.2 0.4

2 15,424 180,927 888,395 2,537,717 3,607,038 8.5 0.4

3 19,484 182,285 926,665 2,581,802 3,690,752 10.7 0.5

4 18,217 183,437 929,992 2,610,685 3,724,114 9.9 0.5

注)１ 林業には狩猟業が含まれる。

 　２ 全産業計は第１次、第２次、第３次産業の合計で輸入品に課せられる税・関税、

　　  総資本形成に係る消費税は加算控除されていない。

（単位：百万円、％）

林   業 第１次産業
第２次産業 第３次産業

林業総生産の占める割合(%)
全産業

（統計調査課・宮崎県県民経済計算）
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林業経営８

 

(6) 市町村内総生産と林業総生産（令和４年度産業別市町村内総生産）（単位：百万円）

対第１次産業 対全産業

(A) (B) (C) (A)/(B) (A)/(C)

18,217 183,437 929,992 2,610,685 3,724,114 9.93 0.49

宮 崎 市 1,785 21,900 182,890 1,127,300 1,332,090 8.15 0.13

国 富 町 172 3,894 21,333 32,456 57,683 4.39 0.30

綾    町 186 2,660 11,770 9,917 24,347 6.96 0.76

計 2,142 28,454 215,993 1,169,674 1,414,121 7.53 0.15

日 南 市 1,338 12,656 33,802 105,765 152,223 10.56 0.88

串 間 市 810 7,728 6,700 33,189 47,616 10.48 1.70

計 2,148 20,384 40,502 138,953 199,840 10.54 1.07

都 城 市 2,031 31,928 233,562 426,470 691,960 6.36 0.29

三 股 町 171 1,996 13,359 37,681 53,036 8.52 0.32

計 2,202 33,925 246,921 464,151 744,996 6.49 0.30

小 林 市 912 16,566 22,683 99,405 138,654 5.50 0.66

えびの市 621 8,477 14,950 42,127 65,554 7.31 0.95

高 原 町 188 3,482 7,158 13,880 24,520 5.40 0.77

計 1,720 28,525 44,792 155,411 228,728 6.03 0.75

西 都 市 634 11,569 22,991 51,034 85,594 5.48 0.74

高 鍋 町 36 3,945 11,385 48,005 63,335 0.91 0.06

新 富 町 30 7,343 11,805 42,501 61,649 0.39 0.05

西米良村 563 746 1,820 3,009 5,575 75.44 10.08

木 城 町 154 2,118 2,606 9,511 14,235 7.27 1.08

川 南 町 97 11,118 22,658 31,920 65,696 0.87 0.15

都 農 町 267 5,013 5,037 15,863 25,913 5.33 1.03

計 1,782 41,852 78,301 201,844 321,996 4.26 0.55

延 岡 市 2,452 10,013 183,272 259,136 452,422 24.48 0.54

日 向 市 768 7,816 86,274 135,062 229,152 9.83 0.34

門 川 町 293 2,247 13,638 26,400 42,285 13.00 0.69

諸 塚 村 634 807 1,807 3,469 6,083 78.56 10.42

椎 葉 村 978 1,219 3,002 7,076 11,297 80.21 8.65

美 郷 町 1,474 2,965 3,100 7,772 13,836 49.70 10.65

計 6,598 25,067 291,093 438,915 755,075 26.32 0.87

高千穂町 549 2,867 4,716 28,976 36,559 19.15 1.50

日之影町 527 1,098 3,373 6,691 11,163 47.91 4.71

五ヶ瀬町 548 1,266 4,301 6,070 11,637 43.24 4.70

計 1,624 5,231 12,390 41,738 59,359 31.03 2.73

注）１ 林業には、狩猟業が含まれる。
　  ２ 市町村ごとの合計は四捨五入の関係で「市町村計」とは一致しない。
　  ３ 全産業計は第１次、第２次、第３次産業の合計で輸入品に課せられる税･関税､資本形成
　　　 に係る消費税は加算控除されていない。

（統計調査課・宮崎県の市町村民経済計算）

東
　
臼
　
杵

西
　
諸
　
県

林  業 第１次産業

北
諸
県

児
　
　
　
湯

西
臼
杵

総     計

南
那
珂

中
　
　
部

区  分

 市町村

林業総生産の占める割合(%)
全 産 業第２次産業 第３次産業
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林業経営９

(7) 林家経済の分析（全国）

全国平均 1.92 人 7,543 ａ 5,662 ａ 1,748 ａ 120 ａ

20～50ha 1.87 2,964 2,224 673 56

50～100 2.13 6,805 4,964 1,676 151

100～500 1.74 17,104 13,659 3,236 190

500ha以上 2.20 95,221 66,462 27,512 1,247

育林・素材生産 1.92 6,943 5,417 1,418 97

素材生産 1.92 10,269 6,779 3,251 221

 

(8) 林家経済の概要（全国）

全国平均

20～50ha

50～100

100～500

500ha以上

育林・素材生産

素材生産

注） ①林業所得  ＝②林業粗収益－③林業経営費
     ②林業粗収益＝現金収入＋家計消費＋未処分林産物在庫増減額

　　 ③林業経営費＝現金支出＋減価償却費＋処分差損益＋林業生産資材在庫増減額

　　 ④林業純生産＝②林業粗収益－（③林業経営費－雇用労賃－負債利子）

全国平均 180 千円 2,280 千円 520 ａ 62 ａ 365 ａ

20～50ha 139 1,345 383 41 256

50～100 22 2,450 551 78 349

100～500 543 5,297 1,024 105 811

500ha以上 872 5,677 438 172 415

育林・素材生産 173 2,263 174 60 378

素材生産 217 2,340 2,090 70 302

注）林業所得率＝①林業所得÷②林業粗収益×１００

保 有 山 林
階 層 別

うち天然林 うち伐採跡地

林　業

純生産

④

1,691

1,100

1,162

20,734 5,613

造　林

補助金

1,345

841

1,040

3,392

4,489

1,048

1,175

5,847

6,533

3,070

9,527

14,887

保 有 山 林
階 層 別

世帯員数
うち人工林

林　業

経営費
保 有 山 林
階 層 別

林業所得

①

林　業

粗収益

保　　有　　山　　林　　面　　積

③

1,686

立木販売収入 素材生産収入

②

2,994

1,445

1,419

4,665

3,119

4,345

3,220

3,486

2,071

3,170 1,444

10,383

1,557 5,450 3,893 1,708 2,176

伐採面積 植付面積 下刈面積
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林業経営１０

13 ａ 75.1% 622 千円 1,420 千円

11 75.0% 373 920

14 72.9% 909 1,289

19 79.9% 925 2,982

- 69.8% 2,316 7,085

11 78.0% 651 1,337

18 66.0% 495 1,789

[資料]農林水産省大臣官房統計部「令和５年度林業経営統計調査報告」

（単位：千円）

689 時間 573 時間 116 時間

524 493 31

953 796 157

742 516 226

1,911 427 1,484

685 555 130

706 663 43

[資料]農林水産省大臣官房統計部「令和５年度林業経営統計調査報告」

31.0% 22.4 千円 19.2 千円

33.6% 37.1 35.4

27.0% 21.2 17.3

31.4% 20.4 17.5

28.2% 10.9 6.1

31.6% 24.3 20.4

28.6% 16.6 15.2

[資料]農林水産省大臣官房統計部「令和５年度林業経営統計調査報告」

林　業　用　資　本　額

人工林率 流動資本額固定資本額

総  投  下  労  働  時  間

林業所得

総数

林業所得率

保有山林１ヘクタール当たり

純 生 産

家族労働 雇用労働

うちその他
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